定例記者会見発言録

日　　時：令和８年５月28日（木）11時00分～
場　　所：伊達市役所東棟４階　401・402会議室
出　　席：市長、副市長、教育長、総務部長、未来政策部長、財務部長、市民生活部長、
産業部長、教育長部長、維持管理課長、ネウボラ推進課長
報道機関：朝日新聞社、読売新聞社、福島民報社、福島民友新聞社、福島テレビ、福島放送、ＮＨＫ福島放送局
発表項目：市長から下記の内容について、別紙資料により説明
資料１　令和８年伊達市議会定例会第４回定例会議（６月定例会議）提出議案概要
資料２　令和８年５月13日の降ひょうによる農作物の被害状況
資料３　出前講座「育パパ応援隊」があなたの会社に伺います！
資料４　熱中症対策として、市内25箇所にあるクーリングシェルターを開放
資料５　ふくしまデスティネーションキャンペーンについて
資料６　梁川美術館企画展「蠣崎波響と門人たち」を開催します

《質疑応答》----------------------------------------------------------------

令和８年５月13日の降ひょうによる農作物の被害状況について
　　　記　者　今回の降ひょう被害について、特にモモの被害が大きいとのことですが、全損換算の被害で言うと、栽培面積のうち約1割が全損という扱いになるかと思いますが、収量時に与える影響としては、それに相当する1割がしっかり落ちてしまう、そういう被害になるというふうに見ていいのか。
市　長　全損換算とは、例えば30%の損害があった場合に、それを100%として比較換算した場合の損害ですので、9.24ヘクタールが全部損害を受けたということではないです。26.85ヘクタールのうち、9.24ヘクタール分に見合う分が損害を受けたという計算になっています。
ただ、全損というか9割以上の被害を受けたところも相当あります。ですから、今後、この被害・傷を受けた果実が今後どういう風に成長していくかということを見ていかないと、最終的な被害は確定しませんが、ただ現状で傷ついたものについては、市場等への出荷は難しいのではないかと、相当な被害額になってくるのではないかと思っています。


　　　記　者　支援の内容としては、どういったものになるのでしょうか。
市　長　支援の内容については、これから県、国に対して要望してまいります。令和4年にも同じように降ひょう被害がありましたので、そういったものを参考にしながら、国や県において、今後の対策、支援策を考えてもらえるのかなと思っています。

　　　記　者　最終的な被害の実態というのは、今後の状況で見えてくるとのことだが、モモは伊達を代表するフルーツであると思います。モモを目当てにしていらっしゃる方もいると思いますが、市長としてどのように思っているのか伺います。
市　長　モモは伊達市を代表する農作物で、市場でも大きな評価を受けておりますので、今回の被害が農業者の次期作に対して、今回被害を受けたものについてもできるだけ出荷できるように、技術的な支援を国や県に求めていきたいと思っていますし、また次期作がスムーズにできるように、今年被害が受けた実、葉、枝などの木々にも傷がついていますので、そこから病気になる可能性もありますので、来年度に向けた施肥、消毒といったものもしっかりしていかないと来年の作付にも影響していきますので、今回の被害から来年に向けて、早めに影響を及ぼさないといった対策をしっかり取りながら、また今年もしっかり売っていきますけど、来年についても、伊達市の特産としてしっかり売っていきたいと思います。

　　　記　者　今回被害を受けたモモ、カキ、キウイ、ピーマンの主な被害を受けたエリアについてお聞きしたいのが一点で、もう一つが今回、ひょう被害を受けた農家の世帯数などについて、伺います。
市　長　被害を受けたエリアとしては梁川町の粟野が大きな被害を受けています。市内全体ではなく限定的に降ったところが大きな被害になっている状況です。
産業部長　現在65の個人農家、企業が被害にあっていると集計しております。

記者会見以外の質問　　
　　　なし
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